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BCP（事業継続計画）に

対する企業の意識 

 

◆「オミクロンを機に策定」

が約３割 

帝国データバンクが行っ

た調査の結果によると、ＢＣ

Ｐ（事業継続計画）を策定し

ていなかった企業のうち

28.7％で、新型コロナのオミ

クロン株拡大を機に策定を

検討しているそうです。一

方、策定予定のない企業も

24.3％となっています。 

ＢＣＰ策定済みの企業は

38.0％ありましたが、うち

20.6％は見直しの予定はな

いとのことで、対応にはバラ

ツキも見られるようです。 

 

◆平時において危難のとき

を思う 

オミクロン株については、

これまでに比べて持病のあ

る高齢者等以外では重症化

する割合は少ないともみら

れており、これまでの対応の

ままで様子見という企業も

多いのでしょうか。 

ただ、ＢＣＰは感染症対策

だけではなく、災害、システ

ム障害や不祥事といった危

機的状況にも備えるもので

す。コロナ対応が一段落して

いるのであれば、次の対策に

も取り組みましょう。地震・

火山噴火等、災厄はまさかと

いうタイミングにこそ起き

がちです。平時において危難

のときを思う、の心掛けで備

えておくべきでしょう。 

 

◆会社の責任として 

ＢＣＰは、会社が被る甚大

な影響を防ぐ目的もありま

すが、社員の安全配慮義務が

ある会社の責任として取り

組み、状況に合わせて継続的

に見直していく必要があり

ます。見直しの過程で、業務

の非効率な部分や無駄なも

のも発見できるかもしれま

せん。 

取引先からの信頼が向上

したり、税制上の優遇につな

がったりする場合もありま

すので、この機会に策定に取

り組んでみてはいかがでし

ょうか。 

 

 

 

【帝国データバンク「オミク

ロン株の感染拡大を踏まえた

事業継続計画（ＢＣＰ）に関す

る企業の動向アンケート」】 

https://www.tdb-

di.com/special-planning-

survey/oq20220118.php 

 

 

令和３年分一般職業紹介

状況と今後の採用活動 

 

◆有効求人倍率は３年連続

低下 

厚生労働省は、毎月ハロー

ワークにおける求人、求職、

就職の状況を取りまとめ、一

般職業紹介状況として公表

していますが、２月１日に、

令和３年 12 月分と令和３年

分の数値を発表しています。 

公表内容によれば、令和３

年平均の有効求人倍率は

1.13 倍となり、前年の 1.18

倍を 0.05 ポイント下回って

います。令和３年平均の有効

求人は前年に比べ 1.6％増、

有効求職者は 6.6％増となっ

ており、コロナ禍による影響

が長引いている状況が読み

取れます。 
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◆直近の動き 

一方、同時に出された令和

３年 12 月の数値をみると、

有効求人倍率（季節調整値）

は 1.16 倍となり、前月を

0.01 ポイント上回っていま

す。有効求人（季節調整値）

は前月に比べ 1.8％増、有効

求職者（同）は 1.6％増、新

規求人（原数値）は前年同月

と比較すると 12.2％増とな

っています。産業別では、製

造業（34.6％増）、情報通信

業（20.4％増）、運輸業・郵

便業（16.2％増）、サービス

業(他に分類されないもの)

（15.1％増）などで増加とな

っているようです。 

 

◆先行き不透明なものの持

ち直している業種も 

感染拡大の状況が不透明

な中、企業側も一気に採用活

動を活発化するというのも

難しい状況ですが、業種によ

ってはすでに感染拡大前を

上回る水準となっているよ

うです。 

また、このタイミングで優

秀な人材を獲得しようと戦

略的に動く中小企業もある

ようです。人材確保の課題は

長期的にみると避けられな

いところですので、企業とし

ても、自社の状況や市場を見

極めながら、今後の採用活動

の方針を検討したいところ

です。 

 

 

 

 

【厚生労働省「一般職業紹介

状況（令和３年 12月分及び令

和３年分）」 

https://www.mhlw.go.jp/co

ntent/11602000/000886204.

pdf） 

 

 

3 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申

請書の提出＜新規適用

のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税およ

び市町村民税の申告［市

区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務

署］ 

○ 個人事業所税の申告

［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨

年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限

［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の

届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産

調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提

出［税務署］ 

～当事務所より一言～ 

 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の

確定申告期限［税務署］ 


